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   監査結果に基づき市長が講じた措置の公表 

 平成３１年３月２６日付け監査第７１号の監査結果に基づき市長が講じた措置につい

て通知を受けたので、地方自治法第１９９条第１２項の規定により、当該通知に係る事

項を次のとおり公表する。 

№ 指 摘 等 の 内 容 措 置 状 況 

１ 補助金交付について、交付事務や確定事

務の審査に不適正なものが見受けられた。

（観光課） 

 補助金交付要綱に基づいて、交付申請

時には補助事業者から提出された書類

をよく精査し補助対象経費が正しく計

上されているか、また、確定時には実績

を十分確認するとともに、複数の職員で

チェックを行うなど、確認の徹底を図り

適正な事務処理を行うこととした。 

２  契約書の収入印紙について、貼付してい

ないものや、金額に誤りがあるものが見受

けられた。（図書館） 

 誤りのあった契約書の収入印紙（４

件）については受託者に連絡して修正を

行った。今後、契約書を受領する際には

印紙税額を必ず確認することを図書館

内で周知徹底した。 

 

 

 

 

 



３  契約書の収入印紙について、貼付してい

ないものや、金額に誤りがあるものが見受

けられた。（営業課） 

 印紙税法に該当する契約の締結に当

たっては、収入印紙の金額について印紙

税法別表第一をよく確認するとともに、

契約の相手方が貼付した金額に疑義が

生じた場合には、印紙税額について税務

署に確認するよう指導した。 

４ 公園内行為許可について、規則で定める

申請書類が添付されていないものや、許可

した者に対し鑑札を交付していないもの

が見受けられた。 

（小田原城総合管理事務所） 

公園内行為に係る許可事務について、

申請書類に漏れがないよう確認を徹底

するとともに、規則の定め通り鑑札を交

付するよう執り行います。 

 

 

 


